
28 The lnvention  2012 No.9

１． はじめに♪

皆さん、こんにちは。２カ月ぶりの

知的財産の「伝説の名
マ エ ス ト ロ

指揮者（？）」こ

と弁理士の中川淨
きよむね

宗です。

前回のレッスンでは、知財の楽譜と

でもいうべき「判例」の読み方のポイ

ントについてお話ししました。

それでは、前回の内容も踏まえて、

今回からは、いよいよ最近の注目すべ

き判例を皆さんに分かりやすく紹介し

ていきます。本稿を通じて、皆さんに

知的財産の「名
マ ス タ ー

演奏家」を目指してい

ただきたいと思います。

今回のレッスンでは、最高裁判所の

平成24年２月２日の判決「ピンク・

レディー事件」を紹介して、「パブリ

シティ権」という権利を皆さんにマス

ターしていただきましょう。

それにしても、ピンク・レディーと

は、本当に懐かしいですね。目を閉じ

れば、彼女たちの音楽とダンス（♪）、

そして70年代の熱気（♨）がよみが

えってくるようです。当時を知る方は

そんなノスタルジーにも浸りながら、

今回のレッスンを始めましょう。

２． パブリシティ権ってナニ？

さて、「パブリシティ権」とは、一

体どのような権利なのでしょうか？

名前はどこかで聞いたことがあるけ

れども内容までは分からないという

方、あるいは初めて聞いたという方も

いらっしゃると思います。

そこで、今回の判決を紹介する前に、

パブリシティ権とはどのような権利な

のか簡単にお話ししておきます。

パブリシティ権とは、一般に、人の

氏名・肖像などはそれが付けられた商

品の売り上げなどを増大させることが

できる顧客を引き寄せるパワー［＝顧

客吸引力］を発揮する場合があるとこ

ろ、そのようなパワーにタダ乗りしよ

うとする他人を排除しながら自分だけ

が独占的にそのパワーを利用できる権

利ということができるでしょう。

１つ例を挙げましょう。同じ粘土か

ら作って同じ温度で焼いた同じ形の２

つのマグカップαとβがあるとしま

す。αはのっぺらぼうですが、βは日

本を代表するスーパーアイドルのＰ子

の肖像が描かれているとします（Ｐ子

につきましては読者のお好みの方をご

想像願います）。

お店にマグカップαとβを並べた場

合、多少高くてもβのほうがよく売れ

るのはいうまでもないですね。そうす

ると、Ｐ子の肖像などには顧客吸引力

があるということになります。

Ｐ子は自分の顧客吸引力にタダ乗り

しようとする他人を排除して、自分が

独占的に利用できるわけです。

例えば、Ｑ社が、Ｐ子の承諾を受け

ないで、先ほどのマグカップβを製作

している場合、Ｐ子は、Ｑ社に対して

損害賠償などを請求できます。

しかし、パブリシティ権が他の知的

財産権と異なるのは、例えば、著作権

などは著作権法に規定がありますが、

パブリシティ権を規定している明確な

条文がないという点です。

でも、従来、地方裁判所および高等

裁判所の判例では、Ｐ子のような芸能

人やスポーツ選手等の有名人は、他人

が無断で自分の肖像などを商業的に使

用することについて損害賠償などを請

求できるとされてきました。

ブータン知的財産部庁舎全景

Lesson2：パブリシティ権
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ですから、皆さんがパブリシティ権

について「ちょっとなじみがないな」

と思われたのも実は当然のことです。

それでは、少しパブリシティ権の説

明が長くなりましたが、いよいよ今回

の判決を紹介していきましょう。

３． この事件のあらすじ♪

まずは、この事件の「主人公」を紹

介しましょう。

１人目の主人公である上告人Ｘさん

たちは、昭和51 ～ 56年まで、女性デュ

オ「ピンク・レディー」を結成し、歌

手として活動していた方々です。

２人目の主人公である被上告人Ｙ社

は出版社であり、この事件で問題に

なった週刊誌（本件雑誌）を発行して

います。

次に、この事件の「あらすじ」につ

いてお話ししましょう。

平成18年秋ごろ、ダイエットに興

味を持つ女性を中心に、ピンク・レ

ディーの曲の振り付けを利用したダイ

エット法が流行しました。

そこでＹ社は、平成19年２月、全

約200ページの本件雑誌を発行し、そ

のうちの３ページにわたって「ピンク・

レディー de ダイエット」と題する記

事（本件記事）を掲載しました。

本件記事の内容は、タレントのＡさ

んがピンク・レディーの５曲の振り付

けを利用したダイエット法について解

説するものです。

また、本件記事ではＡさんおよび別

のタレントのＢさんが子どものころに

ピンク・レディーの曲の振り付けをま

ねていたことなどの思い出を語ってい

ます。

ところで、本件記事には、Ｘさんた

ちを被写体とする14枚の写真（本件

各写真）が使用されていました。

本件各写真は、そのサイズが縦2.8

㎝×横3.6㎝から縦８㎝×横10㎝まで

のものであり、いずれも白黒の写真で

す。なお、本件各写真は、以前にＸさ

んたちの承諾を得てＹ社側のカメラマ

ンによって撮影されたものです。

しかし、Ｘさんたちは、本件各写真

が本件雑誌に掲載されることは承諾し

ていませんでした。

つまり、本件各写真はＸさんたちに

は無断で本件雑誌に掲載されていたの

です。

最後に、この事件の「争点」を確認

しておきましょう。

Ｘさんたちは、自分たちを被写体と

する本件各写真を無断で本件雑誌に掲

載したＹ社に対して、自分たちの肖像

が持つ顧客吸引力を排他的に利用する

権利が侵害されたと主張して、不法行

為に基づく損害賠償を求めたのがこの

事件です。

それでは、前回のレッスンでお話し

したとおり、「規範定立」→「当てはめ」

→「結論」の「法的三段論法」の流れ

で判決を押さえていきましょう。

４． この判決の内容♪

規範定立

　人の氏名、肖像等（以下、併せて「肖
像等」という。）は、個人の人格の
象徴であるから、当該個人は、人格
権に由来するものとして、これをみ
だりに利用されない権利を有すると
解される。
　そして、肖像等は、商品の販売等
を促進する顧客吸引力を有する場合
があり、このような顧客吸引力を排
他的に利用する権利（以下「パブリ
シティ権」という。）は、肖像等そ
れ自体の商業的価値に基づくもので
あるから、上記の人格権に由来する
権利の一内容を構成するものという
ことができる。
　他方、肖像等に顧客吸引力を有す
る者は、社会の耳目を集めるなどし
て、その肖像等を時事報道、論説、
創作物等に使用されることもあるの
であって、その使用を正当な表現行
為等として受忍すべき場合もあると
いうべきである。

　そうすると、肖像等を無断で使用
する行為は、① 肖像等それ自体を独
立して鑑賞の対象となる商品等とし
て使用し、② 商品等の差別化を図る
目的で肖像等を商品等に付し、③ 肖
像等を商品等の広告として使用する
など、専ら肖像等の有する顧客吸引
力の利用を目的とするといえる場合
に、パブリシティ権を侵害するもの
として、不法行為法上違法となると
解するのが相当である。

この判決のポイント
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５． 実務への指針♪

結局のところ、この事件ではＹ社が

Ｘさんたちの写真を無断で週刊誌に掲

載したことによる損害賠償の請求は認

められなかったということですね。

今回の判決には、以下のように２つ

の大きな実務上の意義があると考えら

れます。

１つ目の意義は、最高裁判所が初め

て「パブリシティ権」という権利を認

め、また、その内容を明らかにしたと

いうことにあるでしょう。

今回のレッスンの最初にお話しした

ように、パブリシティ権は法律に明確

な規定がありませんから、これまで、

地方裁判所および高等裁判所の判例に

おいて、「有名人は、他人が無断で自

分の肖像などを商業的に使用すること

について損害賠償などを請求できる」

とされているにすぎず、少しあやふや

な状況でした。

しかし、今回の最高裁判所の判決が

「判例」として位置づけられることに

よって、肖像などが持つ顧客吸引力に

タダ乗りしようとする他人を排除しな

がら独占的に利用できる「パブリシ

ティ権」という権利があるということ

が確立されたといえます。

２つ目の意義は、最高裁判所がどの

ような行為をすればパブリシティ権の

侵害に当たるのかを明らかにしたとい

うことにあるでしょう。

【ひと目で分かるこの判決のポイント】

あてはめ

　これを本件についてみると、Ｘら
は、昭和50年代に子供から大人に至
るまで幅広く支持を受け、その当時、
その曲の振り付けをまねることが全
国的に流行したというのであるか
ら、本件各写真の上告人らの肖像は、
顧客吸引力を有するものといえる。
　しかし、本件記事の内容は、ピン
ク・レディーそのものを紹介するも
のではなく、前年秋頃に流行してい
たピンク・レディーの曲の振り付け
を利用したダイエット法につき、そ
の効果を見出しに掲げ、イラストと
文字によって、これを解説するとと
もに、子供の頃にピンク・レディー
の曲の振り付けをまねていたタレン
トの思い出等を紹介するというもの
である。
　そして、本件記事に使用された本
件各写真は、約200頁の本件雑誌全
体の３頁の中で使用されたにすぎな
い上、いずれも白黒写真であって、
その大きさも、縦2.8㎝、横3.6㎝な
いし縦８㎝、横10㎝程度のもので
あったというのである。

　これらの事情に照らせば、本件各
写真は、上記振り付けを利用したダ
イエット法を解説し、これに付随し
て子供の頃に上記振り付けをまねて
いたタレントの思い出等を紹介する
に当たって、読者の記憶を喚起する
など、本件記事の内容を補足する目
的で使用されたものというべきであ
る。

結論

　したがって、被上告人が本件各写
真を上告人らに無断で本件雑誌に掲
載する行為は、専ら上告人らの肖像
の有する顧客吸引力の利用を目的と
するものとはいえず、不法行為法上
違法であるということはできない。



312012 No.9  The lnvention

例えば、著作権法では、著作権がど

のような権利になっていて、また、著

作権がどのような場合に制限されるの

かについて詳細に規定しています。

つまり、法律に明確に規定されてい

る権利であれば、どのような行為をす

ればその権利の侵害に当たるのかが

（まぁ、一応は）明らかなわけですね。

でも、繰り返しになりますが、パブ

リシティ権は法律に明確な規定があり

ませんから、これまで、どのような行

為がパブリシティ権の侵害に当たるの

か、必ずしもハッキリとしていません

でした。

しかし、今回の判決は、肖像などを

無断で使用する行為でも、「専らその

肖像などが持つ顧客吸引力の利用を目

的として使用する場合」がパブリシ

ティ権の侵害に当たるとして、具体的

な３つの場合を挙げています。

第一に、「肖像などそれ自体を独立

して観賞の対象となる商品などとして

使用した場合」であるとしています。

ここでまた、日本を代表するスー

パーアイドルのＰ子に登場してもらい

ます。そうすると、例えば、Ｐ子のブ

ロマイド・写真集・イメージビデオを

Ｐ子に無断で制作することは、第一の

場合に当たるものとして、Ｐ子のパブ

リシティ権の侵害になるでしょう。

第二に、「商品などの差別化を図る

目的で肖像などを商品などに付けた場

合」であるとしています。

例えば、Ｐ子に無断で新製品のお菓

子の袋に「Ｐ子が考えたオリジナル・

レシピで作ったよ 」などと記載する

ことは、この第二の場合に当たるもの

として、Ｐ子のパブリシティ権の侵害

になるでしょう。

第三に、「肖像等を商品等の広告とし

て使用する場合」であるとしています。

例えば、Ｐ子に無断で先ほどの新製

品のお菓子のプロモーションビデオに

「Ｐ子も大好きだよ 」とナレーショ

ンを入れることは、この第三の場合に

当たるものとして、Ｐ子のパブリシ

ティ権の侵害になるでしょう。

一方、今回の判決は、「肖像などを

無断で使用する行為であっても、専ら

肖像などの持つ顧客吸引力の利用を目

的とするものとはいえない場合には、

パブリシティ権の侵害にならない」と

しています。

それがまさに本件の場合なのです

が、新聞雑誌などの記事に有名人の写

真などを掲載するにあたっては、その

記事の内容を補う目的で使用するなら

ば、パブリシティ権の侵害にならない

としているわけですね。

例えば、Ｐ子が覚せい剤を使用して

いたために芸能界引退に追い込まれた

場合（アレ？　そういえば数年前に実

際そんな事件も……）、これを報道す

る新聞雑誌記事にＰ子に無断でその写

真を掲載したとしても、Ｐ子のパブリ

シティ権の侵害にはならないでしょう。

６． おわりに♪

有名人の肖像などを使用するにあ

たって、すべての場合にその方の承諾

を得ることはおよそ不可能ですし、ま

た、そもそもその必要はありません。

今回の判決は、パブリシティ権の侵

害となる具体的な３つの場合を挙げて

いますが、少なくともこの３つの場合

には承諾を得なければならないことを

明らかにしたという点で実務に与える

影響は大きいでしょう。

ただ、今回の判決は、パブリシティ

権の侵害になる場合をこの３つの場合

に限定するものではありません。

今後、これらの場合以外にパブリシ

ティ権の侵害になるのはどのような場

合なのかを見極めることが必要です。

もっとも、今回の判決によれば、専

ら肖像などの持つ顧客吸引力の利用を

目的とする使用といえるかどうかが、

パブリシティ権の侵害判断のメルク

マールになるということですね。

それでは今回の「パブリシティ権」

のレッスンはここまでにしておきま

しょう。皆さんお疲れさまでした。
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